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原子力科学研究所廃棄物埋設施設保安規定と審査基準との整理表
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審査基準（関係のある箇所を で示す。） 変更後（変更箇所を下線部で示す。） 備 考 

第二種埋設規則第２０条第１項第１号 

関係法令及び保安規定の遵守のための体制

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関することについて

は、保安規定に基づき、要領書、手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定め

るとともに、これを遵守することが定められていること。また、これらの文書の位置付けが明確に

されていること。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。

２．保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、コンプライアンスに係る体制が確

実に構築されていることが明確となっていること。 

目 次 （変更なし）

第１章 総則

第１条 ～ 第３条（変更なし）

第２章 保安管理体制 

第１節 組織及び職務 

第４条 ～ 第５条 （変更なし） 

第２節 委員会 

（委員会の設置） 

第６条  機構に、中央安全審査・品質保証委員会を、原子力科学研究所に原子炉施設等安全審査委

員会及び品質保証推進委員会を設置する。 

２ 中央安全審査・品質保証委員会の委員長及び委員は、機構の役員及び職員のうちから、理事長が

指名する。 

３ 原子炉施設等安全審査委員会の委員長及び委員は、機構の職員等のうちから、原子力科学研究所

長が指名する。 

４ 原子炉施設等安全審査委員会の委員長は、第８条第１項について審議するときは、廃棄物取扱主

任者の出席を求めなければならない。 

５ 品質保証推進委員会の委員長及び委員は、原子力科学研究所の職員等のうちから、原子力科学研

究所長が指名する。 

６ 品質保証推進委員会の委員長は、第８条の２第１項について審議するときは、廃棄物取扱主任者

の出席を求めなければならない。 

第７条 ～ 第９条 （変更なし） 

第３節  

第 10条 ～ 第 12条 （変更なし） 

第３章 ～ 第９章 

第 13条 ～ 第 31条 （変更なし） 

図4.1 ～ 図4.2 （変更なし） 

表4.2.1 （変更なし） 

別表第１ ～ 別表第３ （変更なし） 

別図第１ ～ 別図第２ （変更なし） 

別記標識第１ （変更なし） 

左記のとおりコンプ

ライアンスに係る体

制について定められ

ている。 

（指名対象者の見直

しに伴う変更） 

第二種埋設規則第２０条第１項第２号～第２１号（省略） 本申請の範囲外 
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